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はじめに

1

本資料は、5GHz帯無線アクセスシステム終了促進措置のご案内資料となります。
今後、免許⼈様/登録⼈様にご連絡させていただき、本通知内容をもとに協議を進めさせてい
ただきます。既存の無線局の周波数移⾏に向けたご協⼒、何卒よろしくお願いいたします。

4.9GHz帯をご利⽤の
免許⼈様/登録⼈様

認定開設者
ソフトバンク株式会社

 周波数移⾏に
向けた協議

注．弊社⼜は弊社社員を装った詐欺⾏為や悪徳商法にご注意ください。
  5GHz帯無線アクセスシステムの終了促進措置においては、弊社から費⽤を請求すること、⼜は
  物品等の販売を⾏うことはございません。
  不審に感じられた際は、本資料 第7章記載の弊社窓⼝までお問い合わせ願います。



⽬次

2

1. 周波数移⾏概要
2. 費⽤負担の範囲
3. 周波数移⾏全体の流れ
4. 書類関連
5. ⾒積書
6. スケジュール
7. お問い合わせ窓⼝
8. アンケートのお願い



第1章 周波数移⾏概要
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周波数移⾏の背景

周波数割当計画（令和6年総務省告⽰第402号）において、4,900MHz〜5,000MHz
の5GHz帯無線アクセスシステムの使⽤期限が定められていることから、当該システ
ム機器をご利⽤の⽅は、別の周波数帯域の無線システムなどへの移⾏が必要となり
ます。

ローカル5G 今回認定された
周波数帯

4.6 4.9 5.0
【GHz】

既存無線局の周波数移⾏が必要
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終了促進措置について
「終了促進措置」とは、特定基地局の開設計画の認定を受けた携帯電話事業者等が、
国が定めた周波数の使⽤期限より早い時期に既存の無線局の周波数移⾏を完了させる
ため、既存の無線局の利⽤者との合意に基づき、移⾏費⽤等を負担する等の措置です。

従来の周波数再編のイメージ 全額、既存無線局の⾃⼰負担となるため
移⾏終了までに期間が必要

既存無線局 全て移⾏

携帯電話事業者

終了促進措置 携帯電話事業者等が移⾏経費を負担することで、
 移⾏終了までに必要な期間を短縮

既存無線局 順次移⾏

携帯電話事業者 携帯電話事業者 携帯電話事業者

総務省【5GHz帯無線アクセスシステムの移⾏について】を基に作成 5



第2章 費⽤負担の範囲
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費⽤負担範囲
終了促進措置に伴い認定開設者にて下記費⽤を負担します。

(⼀) 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局以外の無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該    
無線局の開設に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。以下(⼆)において同じ。)⼜は   
その他の電気通信⼿段の使⽤の開始に必要な設備の取得に要する費⽤
(⼆) 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局以外の無線局の無線設備及びこれに附属する設備を⽤い  
る当該無線局の開設⼜はその他の電気通信⼿段の使⽤の開始に必要な⼯事に要する費⽤(第⼀号   
の規定による終了促進措置の対象となる五GHz帯無線アクセスシステムの無線局を廃⽌するため  
に必要な費⽤を含む。)
※4.9GHz帯における第5世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針（令和6年総務省告⽰第295号）  
   より抜粋

‧移⾏先無線設備の購⼊費⽤
‧上記附属する設備(伝送機器や付帯機器)の購⼊費⽤
‧終了促進⼯事に伴う調査、設計、施⼯、動作確認(竣⼯確認)
 ※最終的に移⾏したシステムに関する費⽤が対象
‧移⾏対象無線局の撤去費⽤

費⽤負担対象（例）
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第3章 周波数移⾏全体の流れ

8



周波数移⾏全体の流れ（例）
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費⽤請求について（例）

⑤費⽤請求(④の費⽤⽀払い額)

①機器発注‧⼯事発注
④費⽤⽀払い

免許⼈/登録⼈等

認定開設者
ソフトバンク

製造会社/⼯事会社

⑥費⽤⽀払い

②機器納品‧施⼯
③費⽤請求
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第4章 書類関連
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書類関連（例）

⽬的 書類

① ⼯事内容と費⽤の事前確認
‧⾒積書
‧新現設備⼀覧
‧新構成図
‧作業⼯程表

② 契約締結
(移⾏に関する合意、費⽤⽀払い契約)

‧5GHz帯無線アクセスシステム終了促進の実施に関する契約書
‧別紙(廃⽌する無線局⼀覧)

③ 認定開設者の費⽤⽀払いに必要な書類
‧移⾏前無線局廃⽌の届出の証跡
‧請求書(原本)
‧⽀払いに必要な証跡(データ)→⼯事会社からの請求書(写し)

●協議を進めるにあたり必要となる書類例
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第5章 ⾒積書
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協議時に要する⾒積書（例）
●協議を進めるにあたり提出をお願いする⾒積書例

 ⼯事費⼀式や部材⼀式での⾒積ではなく作業内容、部材ごとの⾒積取得を
 お願いします。

⼯事費⼀式

現地調査作業

資材搬⼊

仮設費

配管⼯事

アンテナ作業

無線機設置作業

付帯⼯事

試験対応

⾒積の⼀例
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第6章 スケジュール
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スケジュール
2024年度 2025年度 ‧‧‧ 2030年度 ‧‧‧ 2035年度
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

12⽉
認定

新規開設期限
(3/31) 移⾏期限

開設指針上
(3/31)

終了促進措置に伴う協議/周波数移⾏対応

書
⾯
通
知 ※本書⾯

周波数移⾏に関する詳細説明、協議のため弊社担当者が順次
免許⼈様/登録⼈様へ訪問させていただく予定です。具体的な⽇程につきましては

訪問前に免許⼈様/登録⼈様のご都合を確認させていただきます。

ソフトバンク 4.9GHz帯基地局サービス開始
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第7章 お問い合わせ窓⼝

17



問い合わせ窓⼝

担当部署 ソフトバンク株式会社 移⾏推進室

お問い合わせフォーム https://www.softbank.jp/corp/d/49ghz/

メールアドレス GRP-sb-4.9ghz-contact@g.softbank.co.jp

電話番号 03-6888-9471 
（受付時間）平⽇ 9：00〜17：45

4.9GHz帯周波数移⾏に関するお問い合わせについては
下記の窓⼝にお願いします。
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第8章 アンケートのお願い
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お願い事項
本件のご案内にあたり、免許⼈様/登録⼈様の5GHz帯無線アクセスシステムの利⽤状況を
確認させていただきたく、アンケートへのご協⼒をよろしくお願いいたします。
 
Google フォームURL：https://forms.gle/DKnuuCp5VAHhqhb6A

※Googleフォームをご利⽤できない免許⼈様/登録⼈様は、以下の情報を第7章に記載の
 メールアドレスまでご連絡お願いします。
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カテゴリー 確認事項

免許⼈様/登録⼈様情報

団体名
団体名(カナ)
事業所‧部署名等 
ご担当者名
ご担当者名（カナ）
ご担当者事業所住所
ご担当者電話番号
連絡先メールアドレス

QRコードからもご回答いただけます

https://forms.gle/DKnuuCp5VAHhqhb6A

